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被
保
険
者
に
な
る
方

�　

歳
以
上
の
方

７５
�
一
定
の
障
害
を
有
す
る　

歳
以

６５

上　

歳
以
下
の
方
（
こ
れ
ま
で

７４
老
人
保
健
制
度
に
加
入
し
て
い

た
方
）

　

こ
れ
ら
の
方
は
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
加
入
す
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

被
保
険
者
証
の
送
付

　
「
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証
」
は
３
月
末
ま
で
に
該
当
者
へ

送
付
し
て
い
ま
す
。

　

４
月
か
ら
医
療
機
関
等
で
受
診

す
る
際
は
必
ず
提
示
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

　

ま
だ
お
手
元
に
届
い
て
い
な
い

方
は
、
国
保
年
金
課
へ
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
こ
れ
ま
で
の
老
人
保
健

の
医
療
受
給
者
証
等
は
国
保
年
金

課
、
各
支
所
市
民
福
祉
課
ま
た
は

各
住
民
セ
ン
タ
ー
へ
お
返
し
く
だ

さ
い
。

保
険
料
の
納
付
方
法

　

被
保
険
者
に
な
る
方
は
、
一
人

ひ
と
り
が
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

保
険
料
は
、
原
則
と
し
て
年
金

の
受
給
額
か
ら
徴
収
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
平
成　

年
度
に
限
り
、

２０

直
前
に
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険

に
応
じ
、
次
の
と
お
り
納
付
方
法

の
違
い
が
あ
り
ま
す
。

○
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

た
方

　

原
則
と
し
て
、
４
月
以
降
年
金

の
受
給
額
か
ら
保
険
料
が
徴
収
さ

れ
ま
す
。（
徴
収
さ
れ
る
方
に
は
、

４
月
上
旬
に
通
知
し
ま
す
。）

　

た
だ
し
、
次
の
場
合
は
納
付
書

や
口
座
振
替
等
で
納
め
て
い
た
だ

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

・
年
金
額
が
年
額　

万
円
未
満
の

１８

方
・
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保
険

料
と
介
護
保
険
制
度
の
保
険
料

を
合
わ
せ
た
額
が
、
年
金
額
の

２
分
の
１
を
超
え
る
方

○
国
保
組
合
に
加
入
し
て
い
た
方

お
よ
び
社
会
保
険
等
に
本
人
が
加

入
し
て
い
た
方

　

７
月
の
本
算
定
に
よ
る
保
険
料

国

保

の

お

知

ら

せ

額
決
定
後
、
納
付
書
や
口
座
振
替

等
で
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

な
お
、　

月
か
ら
は
原
則
と
し

１０

て
年
金
の
受
給
額
か
ら
保
険
料
が

徴
収
さ
れ
ま
す
。

○
社
会
保
険
等
の
被
扶
養
者
だ
っ

た
方

　

こ
れ
ま
で
保
険
料
の
負
担
が
な

か
っ
た
方
も
、
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
で
は
保
険
料
を
納
め
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。

　

た
だ
し
２
年
間
は
、
保
険
料
の

軽
減
措
置
に
よ
り
、
所
得
割
は
課

せ
ら
れ
ず
、
均
等
割
の
み
賦
課
さ

れ
ま
す
。

　

平
成　

年
度
は
、
均
等
割
額
が

２０

半
年
間
は
０
円
と
な
り
、
そ
の
後

半
年
間
は
９
割
軽
減
さ
れ
た
２，

０
０
０
円
（
年
額
）
を
、　

月
以

１０

降
の
年
金
受
給
額
か
ら
徴
収
さ
れ

ま
す
。

そ
の
他

　

各
種
届
出
や
申
請
等
の
受
付
は
、

国
保
年
金
課
お
よ
び
各
支
所
の
窓

口
で
行
い
ま
す
。

　

不
明
な
点
等
に
つ
い
て
は
、
お

気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

国
保
年
金
課
医
療
給
付
係

　

�（　

）５
１
０
７

５５

４
月
１
日
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
が
ス
タ
ー
ト

　

平
成　

年
４
月
か
ら
、
国
民
健

２０

康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
全
員

が
、　

歳
以
上　

歳
ま
で
の
世
帯

６５

７４

に
限
っ
て
、
世
帯
主
の
年
金
か
ら

国
民
健
康
保
険
税
を
天
引
き
（
特

別
徴
収
）
し
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
世
帯
に
該
当
す

る
場
合
は
、
従
来
ど
お
り
納
付
書

で
納
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

・
年
金
の
年
間
支
給
額
が　

万
円

１８

未
満
で
あ
る
場
合

・
介
護
保
険
料
と
国
民
健
康
保
険

税
を
合
算
し
た
額
が
年
間
年
金

支
給
額
の
半
分
を
超
え
る
場
合

・　

歳
未
満
の
方
と
同
じ
国
民
健

６５康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
場
合

・
世
帯
主
が
国
民
健
康
保
険
に
加

入
し
て
い
な
い
場
合

年
金
か
ら
の
特
別
徴
収
方
法

　

年
金
支
給
月
と
同
じ
年
６
回

《
４
・
６
・
８
月
の
徴
収
額
》

　

国
民
健
康
保
険
税
は
６
月
に
税

率
が
決
定
す
る
の
で
、
８
月
徴
収

ま
で
は
仮
の
徴
収
額
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
平
成　

年
度
に
限
っ
て

２０

は
、
仮
の
徴
収
額
は
平
成　

年
度

１９

に
課
税
さ
れ
た
金
額
の
２
分
の
１

の
金
額
と
な
り
ま
す
。
こ
の
金
額

を
４
・
６
・
８
月
の
３
回
で
割
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

《　

・　

・
３
月
の
徴
収
額
》

１０

１２

　

徴
収
額
は
、
本
算
定
後
の
徴
収

額
か
ら
仮
の
徴
収
額
を
引
い
た
額

と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
６
月
の
税
率
決
定
に
よ

り
年
間
の
国
保
税
額
が
決
定
し
ま

す
の
で
、
決
定
さ
れ
た
税
額
が
８

月
ま
で
の
仮
の
徴
収
額
を
下
回
る

場
合
は
差
額
を
還
付
し
ま
す
。

◎
問
い
合
わ
せ
…

　

税
務
課
市
民
税
係

　

�（　

）５
０
８
５

５５

国
民
健
康
保
険
税
の
年
金
特
別
徴
収
が
始
ま
り
ま
す

《参考》

１０月以降
６月の
税率決定

８月までの
仮徴収額

２万円を還付
（天引きなし）

３万円を徴収
（１回あたり１
万円を天引き）

４万円

９万円

６万円

６万円

還
付
の

場
合

差
額
徴
収

の
場
合
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